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　市では、持続可能な社会を目指してS
エス ディー ジーズ

DGsの取り組みを進めています。今号では、世界共通の17のゴール（国際目
標）のうち、ゴール11の達成に向けた市の取り組みや一人一人ができることなどを紹介します。

問政策財政課☎51-6712

ゴール11　住み続けられるまちづくりを

◆都市・農村の特性を生かしたまちづくりの推進
　立地適正化計画や定住自立圏などの取り組みを進めることで、
都市と農村集落が特性を生かして有機的につながるまちづくり
を推進しています。

◆防災対策の推進
　十和田市地域防災計画に基づき、関係機関などと連携し、災
害の予防・応急対策や復旧・復興対策を実施しています。

達成に向けた市の取り組み

◆地域の活動に積極的に参加しよう
　地域で行われる祭りや清掃活動、防災訓練など
に積極的に参加してみましょう。

◆ハザードマップを確認しよう
　災害時の被害想定を示した「ハザードマップ」
で自分が住む地域の災害リスクを確認し、万が一
に備えましょう。

一人一人ができること

SDGs～持続可能な社会を目指して～ Vol.12

　多くの人が集まる都市部は、交通が充実し、多くの店があり、とても便利です。また、
経済や文化など、さまざまな面で中心地となっています。
　しかし、その反面で過密や住宅不足、インフラの老朽化、大気汚染、ごみ問題、犯罪、
災害時に混乱が起きやすいなど、多くの課題があります。安心して住み続けるためには、
これらの課題を解消するまちづくりが求められています。
　ゴール11「住み続けられるまちづくりを」では、持続可能な都市と人の居住を実現
するため、全ての人が安全な家に住み、公共交通機関などを利用できるようにすること
や、災害による被災者や経済損失を大幅に減らすなど、包

ほ う せ つ

摂的で安全かつ強
きょうじん

靭で住みや
すい地域にすることを目指しています。

問十和田税務署☎23-3153

開設場所　十和田奥入瀬合同庁舎１階　共用会議室
開設期間　２月１日㈬～３月15日㈬　※土・日曜日、休日を除く
開設時間　午前９時～午後５時
相談受付時間　午前９時～午後４時
※３月からは大変混雑しますのでお早めにお越しください。
※市役所の申告相談などについては、広報とわだ２月号や市ホーム
　ページなどでお知らせします。

確定申告書作成会場のご案内

のお知らせ

　「入場整理券」は、会場での当日配布
とLINEによる事前発行があります。
　「入場整理券」の配布状況に応じて、
後日来場をお願いすることもありますの
で、ご了承ください。
　配布方法など詳しくは、国税庁ホーム
ページからご確認ください。

確定申告書作成会場の混雑緩和の
ため、入場には「入場整理券」が
必要です

令和４年分確定申告の日程

税目 申告期限・納期限 口座振替日

所得税・復興特別所得税
３月 15 日㈬

４月 24 日㈪

贈与税
消費税・地方消費税 ３月 31 日㈮ ４月 27 日㈭

確 定 申 告


